
見附市選挙管理委員会告示第４９号 

 

 

令和７年１１月３０日執行の見附市長選挙において確認団体が掲示する

政治活動用ポスターには、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

２０１条の１１の規定により、見附市選挙管理委員会が交付する証紙を貼

らなければならない。 

 

 

令和７年１１月２３日 

 

見附市選挙管理委員会 

委員長 佐野 眞砂子 

 

 

 

 

 

 


